
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

平成２８年４月１２日 

世田谷区 

１．業務概要 

（１）件名 

 平成２８年度（仮称）世田谷区産業ビジョン及び産業振興計画策定支援業務委託 

（２）目的 

平成２０年度から１０年間を期間とした世田谷区産業ビジョン及び平成２６年

度から４年間を期間とした世田谷区産業振興計画は、平成２９年度で区切りを迎え

る。そのため、平成３０年度からの、１０か年を見通した区内産業のあり方や今後

の展開の方向性についての指針となる、新たな（仮称）産業ビジョン及びそれを具

体化する（仮称）産業振興計画について、平成２８年度から２９年度にわたり検討

を行い、策定をする。 

   本業務は、（仮称）世田谷区産業ビジョン及び産業振興計画策定に係る専門的見

地からの企画立案、各種検討会議体の資料作成及び運営支援などの、平成２８年度

における支援業務の委託を行うものである。 

（３）内容 

① 策定スケジュールの管理 
② ビジョン及び計画策定における論点の整理（関連資料等を活用した調査・分析・
検討） 

③ 世田谷区を取り巻く経済社会環境等の現状把握・分析 
④ ③と現ビジョン及び計画の進捗状況等を踏まえた現況の整理・分析、課題の抽出 

⑤ 外部検討会議体の会議資料等作成、運営支援、会議録作成 
⑥ 庁内検討会議体の会議資料等作成、運営支援、会議録作成 
⑦ 区担当課との作業確認、打合せ及び打合せ記録の作成（適宜） 
⑧ 「検討の中間まとめ」の作成 
⑨ その他、区担当課が指示すること 

（４）履行期間 

   契約の日から平成３０年３月３１日まで（予定）（平成２８年度～２９年度） 

但し、平成２９年度の契約については、平成２９年度の予算配当を条件とする。

また、平成２８年度の履行状況及び平成２９年度の契約交渉により随意契約を締結

しない場合がある。 

 

２．参加資格 

   次に掲げる条件を満たす者とする。 

（１） 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第

１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当しないこと。

また、同条第２項による措置を現に受けていないこと。 



（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（４） 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５） 「市場・補償鑑定関係調査業務」の共同運営格付がＡ～Ｂであること。  

（６） 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 

３．提案書の提出者を選定するための基準 

  本件では、提案書の提出者数を概ね４者とする。参加表明者が多数の場合は、以

下に示す基準により提案書の提出者を選定し、選定結果を通知するものとする。 

（１） 本事業に類似する業務の実績等 

（２） 業務担当者の実績、経歴等 

 

４．提案書を特定するための評価項目 

（１）実施体制に関する事項 

・業務責任者等の実績、経歴等 

・配置人員、役割、区との連絡体制等 

（２）類似する業務の実績 

（３）業務の実施方針 

・産業ビジョン及び産業振興計画の策定方針の企画提案能力 

・世田谷区産業ビジョン等関連計画の認識・理解状況 

・関連資料、統計データ等を活用した区内産業状況の的確な整理及び分析を行

う能力 

・外部検討会議、庁内検討会議の運営支援能力 

（４）見積金額の妥当性 

（５）プレゼンテーション内容 

・説得力 

・コミュニケーション能力 

 

５．選定方法 

 事業者の選定は、評価基準に基づき審査委員会にて審査し選定する。 

 

６．手続き等 

（１）担当所管課 

世田谷区産業政策部商業課  担当 野田・本田 

住所：〒１５４－０００４ 世田谷区太子堂２－１６－７ 三軒茶屋分庁舎４階 

電話：０３－３４１１－６６４４ ＦＡＸ０３－３４１１－６６３５ 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

  期間：平成２８年４月１２日（火）から４月２６日（火）午後３時まで 

  場所及び方法：上記（１）担当所管課にて配付、又は世田谷区ホームページ 

（くらしのガイド→仕事・産業・就職→おしらせ）にて公開（※ダウンロード可） 

（３）参加表明書の受領期限、提出場所及び方法 

  期限：平成２８年４月２６日（火）午後３時まで必着 



  場所：上記（１）担当所管課 

  方法：持参、郵送又はファクシミリ送信（ただし、郵送又はファクシミリ送信の場

合の未着事故についてはその責を負いません。） 

（４）提案書の受領期限、提出場所及び方法 

  期限：平成２８年５月３０日（月）午後３時まで必着 

  場所：上記（１）担当所管課 

  方法：持参に限る 

 

７．その他 

（１）提出書類の作成、提出及びプレゼンテーションに関する費用は、提出者の負担と

する。 

（２）提出された書類は返却しない。また、企画提案書の著作権は提出事業者に帰属す

るが、区において情報開示等が必要な場合は、区は当該企画提案書の内容を無償

で使用できるものとする。 

（３）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）契約保証金 免除 

（５）契約書作成の要否 要 

（６）当該業務に直接関連する他の委託契約を、区が当該業務の委託契約相手先との随

意契約により締結する予定の有無 無 

（７）関連情報を入手するための照会窓口 上記６（１）に同じ 

（８）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号及び名称並び

に提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（９）その他詳細は説明書による。 


